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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月25日(2014.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　苦丁茶冬青の葉の抽出方法であって、この方法は、
　（１）苦丁茶冬青の葉を５０～７０％エタノール水溶液での還流抽出に付し、抽出液を
得るステップ；
　（２）該抽出液を濾過し、該抽出液からエタノールを除去するステップ；
　（３）ステップ（２）で得られた溶液を多孔質樹脂カラムに吸着させ、該樹脂カラムか
ら、Ｈ2Ｏ、ｐＨ９～１１の１０～３０％アルカリ性エタノール水溶液、１０～３０％エ
タノール水溶液および５０～７０％エタノール水溶液で順次溶出させるステップ；
　（４）５０～７０％エタノール水溶液の溶出液を回収し、濃縮し、乾燥させ、苦丁茶冬
青の葉の抽出物を得るステップ
とから成る方法。
【請求項２】
　ステップ（１）でのエタノール水溶液の濃度は、５５～６５％、最も好ましくは６０％
であり；ステップ（３）でのエタノール水溶液の濃度は、５５～６５％、最も好ましくは
６０％である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップ（１）において、抽出は１～８回、好ましくは２～４回行われ、各還流抽出の
時間は０．５～５時間、好ましくは０．５～２時間である、請求項１または請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
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　ステップ（２）において、エタノールを除去する方法は減圧下であり；ステップ（４）
において、濃縮する方法は減圧下であり、乾燥させる方法は真空乾燥である、請求項１～
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（３）において、多孔質樹脂カラムの直径と長さの比は１：３～１０、好まし
くは、１：４～７、最も好ましくは１：６であり、多孔質樹脂と苦丁茶冬青の葉の重量比
は５～１５：１、好ましくは６～１０：１である、請求項１～４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項６】
　ステップ（３）において、アルカリ性エタノール水溶液のｐＨは１０である、請求項１
～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（５）：１０～３０％アルカリ性エタノール水溶液（ｐＨ９～１１）の溶出液
(eluent)と１０～３０％エタノール水溶液の溶出液(eluent)を合わせ、合わせた溶液のｐ
ＨをｐＨ２～３に調整し、その後、該溶液を濃縮し、乾燥させ、総イソクロロゲン酸を得
るステップをさらに含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（２）で分離されたエタノールおよび／またはステップ（４）で分離されたエ
タノールは回収され、ステップ（１）での還流抽出に再び使用されることをさらに含む、
請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の方法を用いることにより抽出された、苦丁茶冬青
の葉の総サポニン。
【請求項１０】
　コレステロールおよび血中脂質の低下ならびにアテローム性動脈硬化抑制のための薬物
の調製における、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法を用いることにより抽出され
た、苦丁茶冬青の葉の総サポニンの使用。
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